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概要 
平成 20 年に特定化学物質障害予防規則が改正さ

れ、ホルムアルデヒドの管理濃度が 0.1 ppm とされ
た。解剖実習室は管理濃度の規制を受けないが、学
生への影響を考慮し、平成 22 年に局所排気装置付
解剖台を設置し、実習室の環境改善を行った。局所
排気装置付解剖台はすでに複数の大学で導入され、
良好な結果を得ている。本学では、様々な理由から
本学実習形態に合わせた解剖台及び給排気システム
を設置する事となったが、その後の作業環境測定に
おいて 0.1 ppm 以下を達成できたので、システムの
詳細を報告する。 
 
キーワード：ホルムアルデヒド、局所排気、解剖

実習室 

１．はじめに 
解剖実習に使用される遺体は、ホルムアルデヒド

(FA) を用いた防腐液によって、動脈を介しての灌流
固定や浸漬固定が行われる。本学解剖実習期間中には、
FA (3.6 ％) 溶液によって固定された約 30 体の遺体
の解剖が行われている。実習中は学生及び教職員が 
FA 曝露を受けることになる。実際、実習中の学生の
中には目・鼻・喉の痛みを訴える者がいる[1, 2, 3]。 

FA は毒性が強く毒劇物に指定されている。近年
さらにその毒性が危惧され、｢職域における屋内空気
中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライ
ン｣ や平成 20 年 3 月の｢特定化学物質障害予防規
則 (特化則) 等の改正｣によって管理濃度が厳しく
規制されることとなった。健康障害発生のリスクが
高い化学物質として特化則の特定第 2 類物質に指
定され、作業環境測定の実施が義務付けられた。本
来、解剖実習室は、管理濃度の規制は受けないが、
学生への FA 曝露を考えると 0.1 ppm 以下が望ま
しいとされた[4]。 
特化則の改正により、各大学の解剖実習室では、

新しい排気装置の導入や、循環式の換気装置、FA 分
解装置など、FA 濃度を基準値以下にするための
様々な対策が取られている[5, 6, 7, 8, 9]。 
本学解剖実習室では平成 22 年 3 月に局所排気

装置付解剖台を導入し、FA 濃度低減に関して良好
な結果を得る事が出来たので、そのシステムの詳細
と長所短所を報告する。 

２．実習使用遺体 
医学生の解剖実習に使われる遺体は、篤志家から

の提供遺体が使用される。提供された遺体は大腿動

脈又は総頚動脈から  FA 溶液  (FA 3.6 ％ , アル
コール 45 ％, グリセリン 10 ％) を約 10 リット
ル灌流させる。その後、固定液 (FA 3.6 ％, アルコー
ル 31 ％) を 37 度に保った急速遺体防腐処理装置
で 2 週間浸漬固定を行う。固定後の遺体は乾燥防止
のため布とビニールシートで包み、実習使用時まで
常温の保管庫に保管される。 
解剖実習は学生 4 人で 1 体を解剖しており、期

間中は約 30 体の遺体が実習室に並ぶ。実習室にお
いて、この遺体が FA ガスの発生源となる。実習の
進行によって室内 FA 濃度も違っており、開胸、開
腹時にその値は最も高くなる。近年、本学医学類の
学生定員が約 2 割増加し、今後もしばらく増加が見
込まれる。今年から使用する遺体数も 30 体を超え
るようになった。 

３．改修前の実習室 
筆者らは平成 19 年に実習室環境を技術報告で一

部報告した [10] 。当時は光触媒環境浄化装置 
(SSC-50E, 盛和工業) 8 台と全体換気装置によって 
FA 除去を行っていたが、室内 FA 濃度は 0.4 ppm 
以上であった。当時は作業環境測定の義務化はなく、
独自に検知管で測定を行っていた。その後、平成 21 
年の耐震補強工事に伴い実習室の全体換気の見直し 
(図 1) が行われ、還流方式プッシュプル型換気装置
(コーケンラミナー DS-51, 興研) (図 2) 6 台を導入
した。還流方式プッシュプル型換気装置は、既存の
解剖台の両側に、吹き出し気流を生み出すプッシュ
フードと FA を捕捉吸引するプルフードを設置し、
水平方向の気流を作り、FA を拡散させず換気が可
能である。大規模な改修工事を伴わず、高性能吸着
フィルター (FA フィルター) で FA を除去し、FA 

図 1. 全体換気図 
 
耐震補強工事後、壁面からの送風となり、天

井方向からエアーが落ちる様調整を行った。 
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濃度の低減を見込めるものであったが、設置スペー
スや、ランニングコストの問題があり、30 台の解剖
台全てへの導入は不可能となった。平成 21 年には
解剖実習室の作業環境測定が義務化されており、そ
の年の作業環境測定結果は A 測定 0.4 ppm、B 測
定 0.84 ppm の第Ⅲ管理区分であった。 
この環境下での実習は学生に健康被害が生じてし

まうため、新しいシステム導入の検討が行われた。 
実習室のある学群棟は前年に耐震補強工事を行っ

た後で、既存の全体換気装置を含む空調設備、天井
の高さ、照明器具を改修する事ができなかったため、
可能な範囲内で最適となる改修を行った。 

４．改修後の実習室 

4.1  改修内容 
既存の全体換気用排気装置とは別に、局所排気専

用の送排風機を屋上に新設した。 
既存の解剖台を廃棄し、プッシュプル型局所排気

装置付解剖台 (給気側: ケンブリッジクリーンエ
アーサプライユニット FA-CCAS-1200D-AP961, 近
藤工業、排気側 :局所排気装置付解剖台  CCJK- 
2200CC3-AP959 及び  CCJK-2200CC3-AP960, 近藤
工業) 30 台を購入し、実習室 1 に設置した (図 3)。
解剖台の上部 4 辺すべてから排気される構造で 
(図 4)、給気のダウンエアーと、遺体からの FA を
解剖台の外へ拡散させない様可撓性フランジが付い
ており、各解剖台での給気風量は、排気風量の 1/3 
におさえている。全体換気の給排気が、解剖台上部
ユニットからのダウンエアー給気の妨げとならない
様、風量調整を行った (図 5)。 

 
給排気装置の換気量は以下の通りである。 
 

●解剖台局所排気システム 
換気量：20,100 (m3/h) 
換気回数：19.8 (回/h) ※解剖実習室 1・2 の体積
を1,015m3 として算出 

上部ユニット給気量：670 (m3/h) / 1 台 
解剖台排気量：700 (m3/h) / 1 台 
排気風速：1 m/s  
給気風速：0.3 m/s  

●フィルター 
室外機排気側：プレフィルター (エアフィルター)、 

ケミカルフィルター (酸性ガス用添着吸着剤) 
解剖台上部給気ユニット： HEPA フィルター (殺 

菌・酵素中性能フィルター) 
●エアコン連動室内全体換気装置 (既存の全体換 

気) 
換気量：15,750 (m3/h) 
換気回数：15.5 (回/h) 

●室内総換気回数：35.3 (回/h) 
 

図 4. 局所給排気システム図 

図 3. 改修後の実習室 

図 2. 還流方式プッシュプル型換気装置 

図 5. 改修後の実習室給排気図 
 
全体換気が解剖台局所排気を妨げる事なく、

双方が効率的に換気を行う。 

4.2  解剖台の配置 
解剖台の一方から排気用のダクトチューブが天井

につながっているため、できる限り学生が教壇や黒
板を見やすい様に配置を行った (図 6)。室内空調の
横方向からの風の影響も考慮し、上部ユニットから
のダウンエアーを妨げない様にした。 
作業スペースを十分に確保できる様、ダクトどう

しを相対させる配置にした。メスを持った学生同士
がぶつからない様、解剖台の間隔を 1.5 メートル以
上取った。解剖台の多少の移動に対応できる様にフ
レキシブルダクトを採用し、ダクトチューブを透明
にして室内の圧迫感を少なくした。 

4.3  新しい解剖台の特徴 (筑波大学仕様) 
解剖台を本学実習室に合わせ以下のような仕様に

変更した。 
所見台 (図 7-①)：各解剖台間に十分なスペースが

無く、実習書等を置くスペースが確保できなかった
ため、解剖台の脚に支柱を取りつけ、その上に実習
書を置ける台を取りつけた。所見台は支柱の途中か
ら取り外しができる。 

可撓性フランジ (図 7-②)：半透明で適度な強度を
もつ幅 10 cm のウレタン製の板状フランジを解剖
台の 4 縁に取り付けた。手を下ろしたときに容易に
撓み、腕が離れると元の位置に復元するため、囲い
式フードを形成し、効率的な局所排気が可能である。
鋭角になった解剖台の縁に直接腕が当たらない様、
一般的なフランジよりやや厚く(4 mm)した。 
排水口と台の傾斜 (図 7-③)：中央部に排水口を設

けると遺体や遺体を包むシートで排水口をふさぐ恐
れがあるため、足の位置に排水口が来るようにした。
一方に排水口を寄せてしまうと縦方向の傾斜が緩く
排水が悪くなり、傾斜を急にすると遺体の安定が悪
くなる。遺体が安定し、排水が良い様に 1/4 下方に
幅 8 cm の溝を作った。溝は、さらに上下方向 1 cm 
の傾斜をつけて排水を良くした。 
ステー止め式天板 (図 7-④)：解剖台天板の片側を

持ち上げ、左右両側をステーで止める様にした。天
板をはずすことなく簡単に内部の掃除ができる。 
廃液タンク (図 7-⑤)：気密性の高い 5 リットル

廃液タンクを使用し、解剖台とタンクをつなぐホー
スは、外れない様にねじ式を採用した。 

図 6. 改修後の解剖台配置図 
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６．平成25年度作業環境測定の詳細 
平成 25 年度第一回目の作業環境測定において解

剖実習室は第Ⅱ管理区分となった。詳細は次の通り
である。 
平成 25 年度解剖実習は学生数が 127 人となり、

実習室 1 の局所排気装置付解剖台 30 台では足ら
ず、以前の解剖台に還流方式プッシュプル型換気装
置を設置したものを実習室 2 に 3 台追加して、実
習を行った (図 6)。 
作業環境測定結果は A 測定 0.03 ppm、B 測定 

0.02 ppm で第Ⅱ管理区分となった。 
図 6 に示した X1 (0.08 ppm)、X2 (0.04 ppm)， X3 

(0.06 ppm) の測定地点が高濃度であった。これは局
所排気装置の無い解剖台を置いた地点である。煙に
よる気流の検証では、X1 地点は隣りの局所排気装
置や全体換気で排気されず、煙が滞留していた。ま
た、実習室 2 から実習室 1 への気流が確認された
ことより、実習室 2 から実習室 1 に流れた FA ガ
スが、X1 地点で滞留していると考えられる。 
この結果から還流方式プッシュプル型換気装置で

は FA 濃度が 0.1 ppm 以下ではあるが、作業環境
測定で第Ⅰ管理区分をクリアーすることが困難であ
り、新しく導入した局所排気装置付解剖台は第Ⅰ管
理区分となることが証明された。 

７．おわりに 
作業場内 FA 基準値が変更され、0.25 ppm から 

0.1 ppm となった。解剖実習室は、管理濃度の規制

は受けないが、基準値を超えた学生への被曝は大き

な問題で、裁判にまでなる例もある。日本解剖学会

では｢学生への影響を考慮すると、曝露濃度は 0.1 
ppm 以下であることが望ましい｣との見解が示され

ている[4]。 
FA に代わる固定液の開発が進められているが、

まだ一般的とはなっていない。FA 固定した遺体を

使用して解剖実習が行われている以上、対策を講じ

て FA 濃度 0.1 ppm 以下を維持しなければならな

い。 
本学解剖実習室は 30 台の局所排気装置付解剖台

によって FA 濃度 0.1 ppm 以下を保っている。しか

しながら、来年度以降も医学類学生の定員増が検討

されており、30 台の局所排気装置付解剖台では足り

ない状況で、増設は必須である。実習室 1 では局所

排気の排気総量が機械的能力の限界に達しており、

スペース的にも解剖台の増設は困難である。実習室 
2 に、新たに局所排気専用の送排風機を増設するこ

とによって、4 台の局所排気装置付解剖台の設置が

可能である。安全な環境を維持するために早急な増

設工事が必要であると考える。 
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4.4  作業環境測定結果 
新換気システム稼働下で行われた解剖実習中の 

FA 濃度を測定した。実習期間で FA 濃度が最も高
いとされる開胸、開腹後に測定を行った。作業環境
測定の結果は A 測定、B 測定共に 0.01 ppm 未満
であり、システム改修前に比べて FA 濃度が極めて
低くなった (表 1)。 

新換気システム設置以降、実習中における学生の
目、鼻および喉の痛みの訴えが少なくなったが、こ
れは実習室内の FA 濃度の減少によるものと考え
られる。 

4.5   長所、短所 
改修による短所は、下記の通りである。(1) ダク

トチューブが解剖台横から天井に接続されているた
めに場所によって黒板が見にくくなった。(2) 解剖
台が一回り大きくなったため学生の作業スペースが
狭くなった。(3) 解剖台の 1 辺に排気ダクトがある
ため、剖出作業が台の 3 方向からしかできなくなっ
た。(4) 給気が外気のため夏暑く、冬寒い風が吹き
出る。(5) ダクトチューブ内側の結露がひどく、解
剖台から床にまで水滴が落ちることがある。 
長所は下記の通りである。(1) 実習室内の FA 濃

度が低減したため、実習中の目、鼻および喉の痛み
がほとんど無くなった。(2) 各解剖台上部ユニット
に LED ライトが付いたため明るくなり、剖出作業
がしやすくなった。(3) 新しい解剖台は内部の清掃
が容易であり、清潔な環境を整えることができる。
(4) 解剖台の配置を工夫したことにより、場所に
よって簡易テーブルを置くスペースができ、学生は
参考書を置くことが可能となった。 
学生にとって、以前の実習室に比べて安全な実習

環境が得られることとなった。 

５．維持管理 
我々は筑波大学の｢局所排気装置等定期自主検査

者養成講習｣を受講し、自主検査者として登録してお
り、特化則 30 条に基づき定期自主点検を行ってい
る。 
実習開始期間前に給気、排気の風量を検査し、実

習中に FA 検知器 (FP-30, 理研計器) を用いて FA 
濃度測定を行っている。実際の点検項目は以下の通
りである。 
・解剖台の点検 ― 廃液タンク、解剖台に損傷が無
いか確認する。 
・解剖台の給気及び排気量の検査 ― 風量計を用い
て 1 台ずつ風量を測定する。計測値を納入初期値と
比較し、異常が無いか確認する。 
・フード及びダクトの点検 ― 屋外ダクトに腐食や
損傷がないか、目視点検を行う (実習室内はダクト
が天井内に設置されており確認ができない)。 
・ダクト接続部の点検 ― ジャバラホースとダクト
及び解剖台の接続部にゆるみがないかを確認する。 

図 7. 局所排気装置付解剖台 
 
A - ①所見台, ②可撓性フランジ, ③排水口、 
B - ④ステー止め式天板、C - ⑤廃液タンク 

表 1. 改修後の作業環境測定結果（平成 22 年）
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実習室 1 の局所排気装置付解剖台 30 台では足ら
ず、以前の解剖台に還流方式プッシュプル型換気装
置を設置したものを実習室 2 に 3 台追加して、実
習を行った (図 6)。 
作業環境測定結果は A 測定 0.03 ppm、B 測定 

0.02 ppm で第Ⅱ管理区分となった。 
図 6 に示した X1 (0.08 ppm)、X2 (0.04 ppm)， X3 

(0.06 ppm) の測定地点が高濃度であった。これは局
所排気装置の無い解剖台を置いた地点である。煙に
よる気流の検証では、X1 地点は隣りの局所排気装
置や全体換気で排気されず、煙が滞留していた。ま
た、実習室 2 から実習室 1 への気流が確認された
ことより、実習室 2 から実習室 1 に流れた FA ガ
スが、X1 地点で滞留していると考えられる。 
この結果から還流方式プッシュプル型換気装置で

は FA 濃度が 0.1 ppm 以下ではあるが、作業環境
測定で第Ⅰ管理区分をクリアーすることが困難であ
り、新しく導入した局所排気装置付解剖台は第Ⅰ管
理区分となることが証明された。 

７．おわりに 
作業場内 FA 基準値が変更され、0.25 ppm から 

0.1 ppm となった。解剖実習室は、管理濃度の規制

は受けないが、基準値を超えた学生への被曝は大き

な問題で、裁判にまでなる例もある。日本解剖学会

では｢学生への影響を考慮すると、曝露濃度は 0.1 
ppm 以下であることが望ましい｣との見解が示され

ている[4]。 
FA に代わる固定液の開発が進められているが、

まだ一般的とはなっていない。FA 固定した遺体を

使用して解剖実習が行われている以上、対策を講じ

て FA 濃度 0.1 ppm 以下を維持しなければならな

い。 
本学解剖実習室は 30 台の局所排気装置付解剖台

によって FA 濃度 0.1 ppm 以下を保っている。しか

しながら、来年度以降も医学類学生の定員増が検討
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排気の排気総量が機械的能力の限界に達しており、

スペース的にも解剖台の増設は困難である。実習室 
2 に、新たに局所排気専用の送排風機を増設するこ

とによって、4 台の局所排気装置付解剖台の設置が
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職場巡視から考える安全衛生管理業務の課題 
雨谷 恵、北原 匡、神戸 昌幸 

筑波大学システム情報工学等技術室 (安全衛生管理担当) 

〒305-8573 茨城県つくば市天王台 1-1-1  

 

概要 
筑波大学システム情報工学等技術室では、平成 23 

年度から安全衛生管理に関わる業務を専門に行なう
安全衛生管理担当を立ちあげ、所属するシステム情
報エリアにおいて、職場巡視および安全衛生管理業
務に取り組んでいる。今年は現体制の発足から 3 年
たち、担当エリア内の職場巡視が一巡した。そこで、
前半はその際に収集したデータを集計し、数値化す
ることで「見える化」を行い、結果を評価する。そ
の結果を元に、潜在的リスクを洗い出し、今後の業
務にフィードバックする。後半は、安全衛生管理の
取り組みについて紹介する。 
 
キーワード：職場巡視. 安全衛生管理. 見える化  

１．はじめに 
国立大学の時は、教職員の健康と安全を確保する

ための法律が、人事院規則 10-4 (職員の健康及び安
全保持) で定められていたが、国立大学法人化後は、
労働安全衛生法関係法規が適用された経緯がある。
本学も 2000 年 4 月から適用されることになり、適
用から 13 年経過している。 
担当するシステム情報エリアにおいて、技術職員

による職場巡視は、2009 年 11 月から実施されてい
る。現在、当エリアの技術職員の衛生管理者は 7 名
で担当し、そこに安全衛生担当職員、産業医、シス
テム情報系長他関係者が参加している。回数は毎月 
1 回 3 時間程度で、平均 45 箇所、職場巡視を行っ
ている。 
巡視は 2 人組みで 3 チーム体制である。それぞ

れの巡視チームは指摘基準を保つため、同エリアで
定めた「職場巡視のおける指摘の基準」に基づき、
巡視を行なう。また、潜在的なリスクがあると思わ
れる箇所は、巡視後に指摘箇所確認作業のために、
デジタルカメラで撮影を行っている。 
それらの情報を元に、巡視後に衛生管理者が一同

に集まり、リスク評価している。撮影した写真を元
に、指摘が適正であるか、指摘ミスや潜在リスクが
隠れていないかなど、議論を行なう。このような合
意形成を行った後、大学本部等事業場安全衛生委員
会に報告している。 

２．調査方法 
システム情報工学等技術室が関連するシステム情

報系は、教職員 215 名、学生数約 3400 名で構成さ
れる。研究教育組織として、システム情報系 4 域、
大学院学生組織として、システム情報工学研究科 7 
専攻、学群学生組織として、理工学群、情報学群が
属し、理工学分野全体を広く研究教育対象としてい
る。また、その支援組織として、システム情報エリ

ア支援室、システム情報工学等技術室で構成される。
この報告では、2011 年 10 月から 2013 年 11 月に
実施した、職場巡視データ  816 箇所について、
Microsoft Excel for Mac 2011 で集計・分析しグラフ
化した結果を比較評価した。 

３．結果 

3.1 巡視回数による効果 
巡視回数による効果の違いを、工学系 F 棟を例

にグラフ化し、その結果を図 1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工学系 F 棟では、2010 年度に 292 室、2013 年

度に 327 室、職場巡視を行っている。なお、前提条
件として、2010 年度の指摘箇所は、概ね改善されて
いるとする。結果をみると、指摘傾向は 3 グループ
に分けられる、指摘数がほぼ同数のグループと、大
きく減少するグループ、そしてもともとの指摘数が
少ないグループである。 
 
グループ 1：指摘数の増減が 10 %以内 
指摘項目：整頓 
 
このグループでは、一度改善しても、また元の状

態に戻りやすい傾向がある。改善効果がある方法は、
現場レベルによる毎日または作業都度の自主活動で、
KY 活動と呼ばれている。これは、巡視時の主観的な
感想と一致している。 
 
グループ 2：指摘数が 10 %以上減少 
指摘項目：落下、配線、通路、(転倒) 
 
このグループでは、指摘数が大幅に減少し、一度

改善されると、予想以上に改善状態が続いているこ
とがわかった。改善効果がある方法は、職場の管理

図 1. 指摘数の変化(工学系 F 棟) 
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Ordinance on Prevention of Hazards due to Specified Chemical Substance was revised in 2008, and administrative 

level of formaldehyde was set to 0.1 ppm. Anatomy practice room dose not receive the restriction of the administrative 
level of formaldehyde. However, taking into account the impact on the students, we introduced local exhaust ventilation 
system with dissection table in the anatomy practice room in 2010, and carried out environmental improvement. This 
system was already introduced in several other universities, and good results were obtained. In our university, air intake 
and exhaust systems and dissection tables were set up in accordance with anatomy training situation. Here, we report 
the details of the system that less than 0.1 ppm of formaldehyde was achieved in the working environmental 
measurement using this system. 
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